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　木更津市出身の料理
人大井雄一氏に木更津
寛
かん

傳
でん

知
ち

での「大井麻婆」
焼き麻婆豆腐のランチ会
の準備のお忙しい中お
話を伺いました。

　大井さんが 15 歳の時、木更
津そごう四川飯店木更津店で陳
建一氏のサイン会があり参加しま
した。陳氏との出会いにより料理
人を目指そうと考えた大井さんは、
高校を卒業すると調理師専門学
校に通い、卒業後は四川飯店木
更津店に就職する予定でした。しかしながら木更津そごうは無く
なり、陳氏の元で働く事はかないませんでした。中華料理店やホ
テルで修業を重ねている中、縁あって時には陳氏の料理教室助
手を務めたこともありました。以後、心の師と仰ぐことになりました。

　お母さんを早くに亡くした大井さんはお母さんの供養のため曹
洞宗寺院をたずね精進料理を頂きました。食べてみてびっくり、
野菜本来の味がしてとてもおいしく感じられたそうです。それから
精進料理を独学で勉強し、福井県越前市にある曹洞宗専門僧
堂御

ごたんじょうじ

誕生寺で精進料理の講師を務めるまでになりました。現在
は木更津市や富津市の公民館主催料理教室で、地元食材を
使った「三心庵精進料理教室」を開いています。精進料理教
室の為に地元の野菜を調達するのですが、鳥獣の被害により野
菜が取れない事を知り、鳥獣被害抑制の一助になればとジビエ
肉を使った料理を作ろうと考えるようになりました。

　ジビエ肉（イノシシ肉）
を使いたいと思いました
が、イノシシの肉を調達
する為の処理加工業者
が見つかりません。行政
や友人知人に協力しても

らい、やっと矢那の加工業者を見つけました。
　コロナ禍で料理教室が思うように開催できずにいた時に『中

華料理の経験があり、陳建
一さんの料理教室助手をした
ことがあるのなら、それを生か
して何かやってみては。』と
言ってくれる人がいました。そ
の言葉をきっかけにジビエ肉
を使った独自の麻婆豆腐の
開発を始めました。イノシシの
肉のいろいろな部位をブレンド
して麻婆豆腐にあったひき肉
を作ってもらっています。何度

も繰り返し挑戦して完成したのが、煮るのではなく焼く「大井麻
婆」焼き麻婆豆腐です。
　「大井麻婆」焼き麻婆豆腐を頂きました。山椒が効いて焼い
たお肉の香ばしい香りが漂うちょっぴり辛いおいしい麻婆豆腐で
した。イノシシの肉は豚肉とは違う触感で、弾力がありました。
臭みは全くありません。白いご飯にもよく合います。

　「料理を通じて陳建一氏の教え『料理は愛情』と『食べる
事は生きる力』を勤務先の介護施設と公民館主催料理教室と
「大井麻婆」焼き麻婆豆腐の昼食会でやっていきたい。また、
袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市のために行政と料理で
市民を結び付けていけたらと思っています。定年退職をしたらそ
の時のご縁でキッチンカーで食事を提供するのも良いし、お店を
持つこともあるかもしれません。ご縁次第です。」と語っていました。

＜取材後記＞
　大井さんはいつも四市の事を考え、積極的に活動しています。
趣味は書道で賞を受賞するほどの腕前だそうです。行動力と熱
心さに感心しました。5月25日と6月22日に富津市中央公民
館で料理教室が開かれます。興味のある方はご参加ください。
私も参加しようと思っています。

（文責　広報委員会　佐生　知子）

心の師と仰ぐ中華の鉄人　陳建一氏との出会い

地産地消の食材を使って

ジビエ肉を使って

これから

大井雄一（おおい  ゆういち）プロフィール
1980 年生まれ。木更津市出身
15 歳の時に中華の鉄人、陳建一氏と出会い料理の道を志す。
調理師専門学校卒業後、中華料理店、大手ホテルで勤務。
福井県越前市曹洞宗専門僧堂「御誕生寺」摂心会料理
責任者、料理講師。
2022 年　「大井麻婆」焼き麻婆豆腐を開発
2023 年　木更津日韓高校生交流会料理担当ｗｗ

現在、介護施設厨房職員勤務の傍ら「地産地消の食
材を使って」木更津市、富津市公民館主催事業料理
教室講師を務める。

料理人

大井 雄一氏
（木更津市出身）

おお い ゆう いち



会 員 区 分
【 正 会 員 】

【 準 会 員 】
【 賛 助 会 員 】

形 態 資　　本　　金
300万円以下
３００万円超～５００万円未満
５００万円以上～１０００万円未満
１,０００万円
1,000万円超～2,000万円未満
2,000万円以上～3,000万円未満
3,000万円以上

年額金額
８,４00円
９,６00円
１０,８00円
１３,２00円
１４,４00円
１６,８00円
２２,８00円
６,０00円
８,４00円
1,200円
１２,０00円
１２,０00円
１２,０00円
１２,０00円

宗教法人・学校法人等
特定非営利活動法人（NPO法人）
複数法人（管内に現会員企業と同一の代表者が経営する法人企業のこと）
支店法人：四市にひとつの支店を置く法人・旗艦支店
日本郵便㈱各郵便局
四市に複数の支店を構える事業所
本会の事業を賛助する方（法人・個人問わず）

定足数確保にご協力を！！

公益社団法人木更津法人会

第50回定時総会開催のお知らせ
開催日時：令和6年５月24日（金）16：00～（受付開始 15：30）

会　　場：オークラアカデミアパークホテル
■定 時 総 会　16：00～17：30

■懇　親　会　17：40～19：00　会費：4,000円
■書面表決、委任状回収のお願い

【決議事項】　第１号議案：令和５年度事業報告承認の件
　　　　　　　第２号議案：令和５年度決算報告承認の件
【報告事項】　１．令和６年度事業計画
　　　　　　　２．令和６年度収支予算

※定時総会にご欠席の場合には、あらかじめ通知された議決事項について書面にて表決するか、当日総会
　に出席する正会員への委任が必要となりますので、必ずご回答下さいますようお願いします。

令和６年度分（令和6年４月～令和7年３月） 年会費納入についてお願い!! 総務委員会

＊特に請求書・領収書は出していませんが、希望される会員は事務局までご連絡ください。

●当会は免税事業者であり、年会費は税法上不課税ですので、ご承知おき下さいますようお願い申し上げます。

　年度が変わり、年会費のご請求をさせていただく時期が参りました。会員の皆様にはいつも会費納入にご協力を賜
り厚くお礼申し上げます。
　さて、令和6年度年会費を6月20日（予定）付けで貴社指定の口座より貴社の資本金に該当する下記金額を振替収納さ
せていただきますので、口座の準備を宜しくお願い申し上げます。なお、口座引き落とし以外の方につきましては別
途納付書を送付させていただきます。また、金融機関、あるいは口座等変更される場合は事務局宛（℡0438－37－
7720）に５月末日までにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

報 　 　 道
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⑴賃上げ促進税制の強化 
　賃上げ促進税制について、教育訓練
費を増やす企業への上乗せ措置の要件
を緩和するとともに、子育てと仕事の両
立支援や女性活躍支援に積極的な企業
への税額控除率の上乗せ措置が創設さ
れ、適用期限が 3 年間延長されます。
①中小企業
　賃上げ率の要件（1.5％、2.5％）及び税額控除率は現行を維持
しつつ、賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業にも
賃上げのインセンティブとなるよう、繰り越し措置が創設されます。
②中堅企業・大企業
　従来の大企業のうち、従業員 2,000 人以下の企業について
は、中堅企業という新たな枠が創設され、賃上げしやすい環境
が整備されます。また、大企業については、現在の賃上げ率
の要件（3％、4％）は維持しつつ、段階的に 7％まで、さらに
高い賃上げ率の要件が創設されます。
　なお、本措置の適用を受けるために公表すべきマルチステー
クホルダー方針（給与等の支給額の引上げの方針、取引先の
消費税の免税事業者との適切な関係の構築の方針等）につい
て、取引先の消費税の免税事業者との適切な関係の構築の方
針について記載されるよう、記載事項が明確化されます。また、
対象法人に従来の「資本金の額等が 10 億円以上であり、かつ、
常時使用する従業員数の数が 1,000 人以上」に、「常時使用
する従業員数が 2,000 人超の大法人」が追加されます。

　①、②の改正については、令和 6 年 4 月1日から令和 9 年
3 月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
⑵交際費課税の特例措置の延長と飲食費基準の見直し 
　交際費課税について、以下の措置が講じられます。
①中小法人の交際費課税の特例措置（定額控除限度額 800
万円まで損金算入可）と交際費のうち接待飲食費の 50％まで 
を損金算入できる特例措置（資本金 100 億円以下の大法人も 
適用可）が 3 年間延長されます。②交際費等の範囲から除外
される一定の飲食費に係る金額基準が 1 人当たり1 万円以下

（現行：5,000 円以下）に引き上げられます。

　①の改正については、令和 9 年 3 月31日までの間に開始す
る各事業年度に適用されます。②の改正については、令和 6
年 4 月1日以後に支出する飲食費について適用されます。
⑶ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入

特例の見直し
　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
特例は、取得価額が 30 万円未満の減価償却資産（少額減
価償却資産）を取得した場合、合計額 300 万円を限度として、

〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町5-6 
FAX  03-3357-6682 
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp  

公益財団法人

全国法人会総連合
※内容に関するお問い合わせは、上記の宛先までＦＡＸ等文書にてお送りください。なお、個別事案に関するご質問にはお答えできませんので、予めご了承ください。

＊このパンフレットは、令和 5 年 12 月 22 日に閣議決定さ
れた令和 6 年度税制改正大綱等に基づいています。

　今後の国会審議等にご留意ください。

法人会

法人会キャラクター けんた

速報版

(2)直系尊属からの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税
　 措置の見直し

えるぼし
認定とは

①、②の改正については、令和６年4月1日から令和９年３月
31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限が、令和8年3月
31日まで延長されます。

令和６年1月1日から令和８年12月31日までの間に贈与によ
り取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されま
す。

①の改正については、令和７年４月１日以後に開始する各事
業年度から、②の改正については、令和８年４月１日以後に開
始する各事業年度から適用されます。

令和６年４月１日以後に行われる課税仕入れに係る帳簿への
記載から適用されます。なお、運用上は、令和５年10月１日以
後に行われる課税仕入れに係る帳簿への記載から適用されま
す。

令和５年10月１日以後に国内で行う課税仕入れについて適用
されます（令和５年12月消費税経理通達改正）。

※1 控除上限：当期の法人税額の20％ 
※2 教育訓練費の上乗せ要件は、上記とあわせて当期の給与等支給額

の0.05％以上との要件を追加。 
※3 中堅企業はプラチナくるみん認定orえるぼし認定（3段階目以上）、

大企業はプラチナくるみん認定orプラチナえるぼし認定。 
※4 従業員数2,000人以下の従前の大企業であっても、その企業が発

行済株式数を50％超保有している企業と合わせて総従業員数が
10,000人超の場合には、中堅企業ではなく、大企業となります。 

賃上げ促進税制について、教育訓練費を増やす企業への上乗
せ措置の要件を緩和するとともに、子育てと仕事の両立支援や
女性活躍支援に積極的な企業への税額控除率の上乗せ措置が創
設され、適用期限が３年間延長されます。 

賃上げ率の要件（1.5％、2.5％）及び税額控除率は現行を維
持しつつ、 賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業に
も賃上げのインセンティブとなるよう、繰越控除措置が創設さ
れます。  

従来の大企業のうち、従業員2,000人以下の企業について
は、中堅企業という新たな枠が創設され、賃上げしやすい環境
が整備されます。また、大企業については、現在の賃上げ率の
要件（３％、４％）は維持しつつ、段階的に７％まで、さらに
高い賃上げ率の要件が創設されます。 

なお、本措置の適用を受けるために公表すべきマルチステー
クホルダー方針（給与等の支給額の引上げの方針、取引先との
適切な関係の構築の方針等）について、取引先の消費税の免税
事業者との適切な関係の構築の方針について記載されるよう、
記載事項が明確化されます。また、対象法人に従来の「資本金
の額等が１０億円以上であり、かつ、常時使用する従業員数の
数が1,000人以上」に、「常時使用する従業員数が2,000人超
の大法人」が追加されます。

※1 控除上限：当期の法人税額の20％ 
※2 教育訓練費の上乗せ要件は、上記とあわせて当期の給与等支給額

の0.05％以上との要件を追加。 
※3 くるみん認定 or えるぼし認定（2段階目以上） 

くるみん
認定とは

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動
計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成
し、一定の基準を満たした企業は、都道府県労働局へ申
請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚
生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができ
ます。 

女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策
定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に
関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を
満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、
厚生労働大臣の認定（えるぼし認定）を受けることがで
きます。 

改正案では、コロナの影響が長期化したことを踏まえ、特例
承継計画の提出期限が令和８年３月３１日まで２年間延長され
ます。

なお、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制
度（個人版事業承継税制）についても、個人事業承継計画の提
出期限が令和８年３月３１日まで２年間延長されます。 

直系尊属からの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置に
ついて、非課税限度額(1,000万円）の上乗せ措置の適用対象と
なる住宅用家屋の要件が見直されます。 

改正案では、適用要件である住宅用家屋の省エネ性能基準が
以下のとおり見直された上で、適用期限が3年間延長されます。 

(1)仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し 

(1)外形標準課税の適用対象法人の見直し

仕入税額控除の適用には、一定の事項が記載された帳簿と適
格請求書等の保存が要件とされていますが、一定の取引につい
ては、適格請求書等の保存がなくても帳簿に、①課税仕入れの相
手方の住所・所在地、②特例の対象である旨の記載をすること
で、仕入税額控除ができる特例が設けられています。 
　改正案では、特例の対象となる自動販売機による取引や入場
券等のように使用時に証票が回収される取引（3万円未満の少額
なものに限る）については、事業者の実務に即して、上記①の住
所・所在地の記載が不要とされます。 

(2)簡易課税適用者等の経理処理方式の見直し 

税抜経理処理方式を採用する簡易課税適用者及び小規模事業
者向け２割特例制度の適用者が、課税仕入れを行った場合の経理
処理方法の明確化が図られました。

具体的には、免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者
からの仕入れについては、原則、仮払消費税等は生じませんが、簡
易課税適用者等は、インボイスの保存が仕入税額控除の要件とさ
れていないことも踏まえ、継続適用を要件に支払対価の額の 110
分の 10（108 分の 8：軽減対象課税資産の譲渡等に係るもの）相
当額を仮払消費税額等として計上できることとする等の所要の
見直しが行われました。 

外形標準課税の適用対象法人について、現行基準（資本金1億
円超）は維持されますが、前事業年度に外形標準課税の対象で
あった法人が、その事業年度に資本金1億円以下になった場合で
も、資本金と資本剰余金の合計額が１０億円を超える場合は、外形
標準課税の対象とされます。 

また、公布日前に外形標準課税の対象であった法人が、駆け込
みで施行日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の末日ま
での間に資本金1億円以下であっても、施行日以後最初に開始す
る事業年度の末日に資本金と資本剰余金の合計額が１０億円を超
える場合には、外形標準課税の対象とする等の所要の措置が講じ
られます。 

親会社の信用力等を背景に事業活動を行う子会社への対応と
して、資本金と資本剰余金の合計額が５０億円を超える法人等の
100％子法人等のうち、資本金が1億円以下であって、資本金と資
本剰余金の合計額が２億円を超えるものについて外形標準課税の
対象とする措置が講じられます。 

Ⅰ  法人税関係 

 Ⅳ  消費税関係 

Ⅴ  その他 

令和6年度令和6年度

(1)賃上げ促進税制の強化

適用時期

適用時期

適用時期

適用時期

適用時期

適用時期

① 中小企業　 

① 減資への対応

② 100％子会社への対応 

② 中堅企業・大企業　　  

なお、令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅または
令和６年６月30日までに建築された住宅については、現行の要
件のまま変更はありません。 

 継続雇用者の
給与等支給額

（前年度比）  

教育訓練費
（前年度比＋20％）

＋3％ 15％ 税額控除率
5％上乗せ

20％※1 

＋4％ 25％ 30％※1 

改　正　案 （ ）内は大企業のみ＊4   

 
  

＋3％  

＋4％  

＋5％  

＋7％  

合計控除率
（最大30％）

現　　　行 

税額
控除率

5％上乗せ 

女性活躍
子育て支援
【新設】※3

合計控除率
（最大35％）

継続雇用者の
給与等支給額
（前年度比）

現　　行 改　正　案 
断熱等性能等級４以上 
又は一次エネルギー消費
量等級４以上 

断熱等性能等級５以上 
かつ一次エネルギー消費
量等級６以上 

税額
控除率

35％※1

20％※1

25％※1

30％※1

35％※1

（20％） 

（25％） 

（15％） 

（10％） 

10％ 

25％ 

税額
控除率 

合計控除率
（最大45%）

全雇用者の
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

税額控除率
10％上乗せ

税額控除率
5％上乗せ

教育訓練費
（前年度比＋5％）

【要件緩和】※2
教育訓練費

（前年度比＋10％）
【要件緩和】※2

女性活躍
子育て支援
【新設】※3

中小企業は 5 年間の繰越控除が可能（新設）
（繰越控除する年度は全雇用者給与等支給額対前年度増が要件）

＋1.5％ 15％ 30％※１

45％※１＋2.5％ 30％ 

税額
控除率

5％上乗せ

改　正　案

合計控除率
（最大40％）

全雇用者の
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

教育訓練費
(前年度比＋10％)

＋1.5％ 15％ 25％※１

40％※１＋2.5％ 30％

現　　　行 

税額控除率
10％上乗せ
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全額損金算入できる制度です。改正案では、法人税の申告書
等をe-Tax で提出しなければならない法人（農業協同組合等）
のうち、常時使用する従業員が 300 人を超える法人を対象法
人から除外した上で、適用期限が ２年間延長されます。

　令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に少額減価償却
資産を取得等をして、事業の用に供した場合に適用されます。

⑴所得税・個人住民税の定額減税
　デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得
税、令和6年度分の個人住民税で定額減税が講じられます。減
税額は、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得
税※3万円、個人住民税所得割額1万円となります。ただし、合計 
所得金額1,805万円超の所得者は対象外とされます。
※ 所得税については、住宅ローン控除等の税額控除後の所得税

額から減税されます。

　所得税は令和 6 年分の所得税額から、個人住民税は令和 
6 年度分の個人住民税所得割額からそれぞれ控除されます。
⑵子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
　子育て支援の観点から、子育て世帯等※における住宅ロー
ン控除の借入限度額が上乗せされます。具体的には、新築等
の認定住宅については 500 万円、新築等の ZEH 水準省エネ
住宅・省エネ基準適合住宅については 1,000 万円の借入限度
額の上乗せ措置が講じられます。また、新築住宅の床面積要
件について合計所得金額が1,000 万円以下の者に限り40㎡（現
行：50㎡）に緩和されます。
※ 子育て世帯等とは、19 歳未満の扶養親族を有する者又は自身

若しくは配偶者のいずれかが 40 歳未満の者をいいます。

　令和 6 年 1 月1日から同年 12 月31日までの間に居住の用に
供した場合に適用されます。
⑶子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充
　子育て世代の居住環境改善の観点から、既存住宅のリフォー
ムに係る特例措置（工事費用相当額の 250 万円を限度に 10％
を税額控除）について、子育て世帯等が行う一定の子育て対
応改修工事が対象に加えられます。
　なお、その年分の合計所得金額が 2,000 万円を超える場合
には、同特例は適用されません。
※ 子育て世帯等とは、19 歳未満の扶養親族を有する者又は自身

若しくは配偶者のいずれかが 40 歳未満の者をいいます。

　令和 6 年 4 月1日から同年 12 月31日までの間に居住の用に
供した場合に適用されます。

⑴ 法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限の
延長

　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予（法人版

法 人 税 関 係

適用時期

適用時期

適用時期

適用時期

適用時期

適用時期

所 得 税 関 係

資 産 税 関 係

速報版 令和６年度 税制改正発表される
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事業承継税制）の特例制度は、事業承継時の相続税・贈与
税の負担を実質ゼロにする時限措置（令和 9 年 12 月31日まで）
で、特例承継計画の確認申請を令和 6 年 3 月31日までに提出
しなければなりませんでした。改正案では、コロナの影響が長
期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出期限が令和 8 年 3
月31日まで 2 年間延長されます。なお、個人の事業用資産に
係る相続税・贈与税の納税猶予制度（個人版事業承継税制）
についても、個人事業承継計画の提出期限が令和 8 年 3 月
31日まで 2 年間延長されます。

　特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限が、令和 8
年 3 月31日まで延長されます。
⑵ 直系尊属からの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措

置の見直し
　直系尊属からの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措
置について、非課税限度額（1,000 万円）の上乗せ措置の適
用対象となる住宅用家屋の要件が見直されます。

　令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に贈与により取
得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

⑴仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し
　仕入税額控除の適用には、一定の事項が記載された帳簿と
適格請求書等の保存が要件とされていますが、一定の取引に
ついては、適格請求書等の保存がなくても帳簿に、①課税仕
入れの相手方の住所・所在地、②特例の対象である旨の記載
をすることで、仕入税額控除ができる特例が設けられています。
改正案では、特例の対象となる自動販売機による取引や入場
券等のように使用時に証票が回収される取引（3 万円未満の少
額なものに限る）については、事業者の実務に即して、上記①
の住所・所在地の記載が不要とされます。

　令和6年4月1日以後に行われる課税仕入れに係る帳簿への
記載から適用されます。なお、運用上は、令和5年10月1日以後に
行われる課税仕入れに係る帳簿への記載から適用されます。
⑵簡易課税適用者等の経理処理方式の見直し
　税抜経理処理方式を採用する簡易課税適用者及び小規模
事業者向け 2 割特例制度の適用者が、課税仕入れを行った
場合の経理 処理方法の明確化が図られました。具体的には、
免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者からの仕入れ
については、原則、仮払消費税等は生じませんが、簡易課税
適用者等は、インボイスの保存が仕入税額控除の要件とされて
いないことも踏まえ、継続適用を要件に支払対価の額の 110 分
の 10（108 分の 8：軽減対象課税資産の譲渡等に係るもの）
相当額を仮払消費税額等として計上できることとする等の所要
の見直しが行われました。
★他、詳細については同封のリーフレットをご確認下さい。
　冊子版については、法人きさらづ夏号に同封させて頂きます。

　国が、食育推進の一環として位置づけ、子供の孤食解消や
居場所づくり、地域の憩いの場としての役割もあるとしているこど
も食堂への支援を令和 5 年度も木更津市の 2 団体と君津市１
団体、富津市の 1 団体　計 4 団体に食材等の購入になどに充
てて頂くため、10 万円の寄付と給仕等のお手伝いを行いました。

　　　（女性部会長　佐生　知子）
【いわねこどもサロン　木更津市】

実施日：令和 5 年 12 月23日 ㈯　場所：いわね公民館
　〇クリスマス会の食材の一部の提供をしました。

【波岡こども食堂　木更津市】
実施日：令和 5 年 12 月22日 ㈮　場所：八幡台公民館
　〇餅つき大会のお手伝いをしました。

【まちなかこども食堂　君津市】
実施日：令和 5 年 9 月21日 ㈭　場所：北子安自治会館

〇食料品や日用品の
　仕分け作業のお手
　伝いをしました。

【こども食堂富津テラス　富津市】
実施日：令和 5 年 12 月17日 ㈰　場所：喫茶アイリス

　　〇お菓子等を配る
　　　お手伝いをしました。

適用時期

適用時期

適用時期

消 費 税 関 係

こども食堂支援
女性部会　社会貢献事業
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　令和 5 年度で 6 回目となる小学校 6 年生を対象とした「租税教室」と「税に関する絵はがきコンクール」を行いました。女性部
会が講師として実施した租税教室は、昨年度より2 校増え5 校となり、絵はがきコンクールは木更津税務署、木更津税理士会に講
師をして頂いた 4 校と計 9 校が参加しました。令和 5 年 9 月28日㈭に東京ベイプラザホテルに於いて審査会を行い、343 作品の中
から、千葉県法人会連合会女性部会連絡協議会長賞、木更津税務署長賞、木更津法人会長賞をそれぞれ 1 点、女性部会長賞
を各学校から１点ずつ、アイデア賞を27 点の計 39 作品を選出し、その後 12 月から2 月にかけて各学校で表彰式を行いました。

1 月24日㈬に千葉県連の審査会があり、千葉県連の代表作品として千葉西法人会の作品が選出されました。　　　　　　　　
　　　　　　　（女性部会長　佐生　知子）

【表彰式を各学校で実施】

千葉県法人会連合会女性部会連絡協議会長賞　
江沢夏鈴さん

木
更
津
税
務
署
長
賞
　
花
村
拓
真
さ
ん

木
更
津
法
人
会
長
賞
　
石
綿
理
乃
さ
ん

君津市立貞元小学校

木更津市立中郷小学校

木更津市立鎌足小学校

木更津市立木更津第二小学校

君津市立上総小学校

君津市立八重原小学校

富津市立天羽小学校

木更津市立清見台小学校

木更津市立祇園小学校

小学校高学年向け「租税教室」「税に関する絵はがきコンクール」開催報告小学校高学年向け「租税教室」「税に関する絵はがきコンクール」開催報告
●女性部会●
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　政府より令和 5 年以降の税制改正が施行されました。個人
所得は貯蓄から投資へ、相続や贈与については公平で中立的
な税制の実現へ向け、新たな道筋が立てられました。
　また、インボイス制度では書類やデータ書式の変更に伴い、
中小企業にも様 な々影響を与えております。税制委員会ではこの
改正に伴う品目や身近な税の知識向上のために、各地区支部に
よる研修会を実施して頂きました。（税制委員長　鴇田　正行）

実施日：令和 6 年 3 月14日 ㈭ 14：00 ～ 16：00
会　場：木更津商工会館　　参加人数：47 名
講　師：木更津税務署　森山上席　
内　容：① DVD「これだけ
は知っておきたい決算対策」

「税務コンプライアンスチェッ
クシートについて」②源泉所
得税及び法人税・消費税の
説明③質疑応答

実施日：令和 6 年 4 月11日 ㈭ 14：00 ～ 16：00
会　場：木更津商工会館　　参加人数：3 名
講　師：木更津税務署　森山上席　渡邊事務官
内　容：① DVD「経営に
差がつく ！ 知って得する税の
お話し」②法人税・消費税
及び源泉所得税の説明③質
疑応答

開催日：令和 6 年 1 月24日 ㈬
場　所：三井ガーデンホテル千葉　　参加人数：4 名

　千葉県法人会連合会主催の新年賀詞交歓会が開催されまし
た。第 1 部の新春講演会は、ジャーナリストの門田隆将氏による

「歴史の岐路に立つ日本」という演題で、中国と日本の今後の
かかわりについて、お話しを頂きました。
　第 2 部の叙勲・納税表彰受彰祝典では、花島千葉県連会
長より、法人会活動を通じての永年にわたる貢献が認められた
受彰者の方 を々祝し、漢東京国税局課第二部長から祝辞が述
べられました。第 3 部「新年賀詞交歓会」は当会から加藤会
長をはじめ、青木副会長、奈良本副会長、保泉副会長が出席
しました。

【君津地区】

【袖ケ浦地区】

【木更津西支部】

地区/支部名
地区/

支部長名
実施日 講師 場所

参加
人数

君 津 地 区 川名孝一 2月7日
税理士

泉水俊輔氏
しらいし 15名

袖 ケ 浦 地 区 小国　勇 2月2日
税理士

渡辺雅彦氏
加登栄 20名

木更津中央支部 鈴木崇久 2月14日 ㈱大和証券 宝　家 8名

木更津西支部 和歌　剛 2月15日
東京海上日動
あんしん生命㈱

ホテル銀河 5名

地区支部で税知識向上セミナーを開催地区支部で税知識向上セミナーを開催

新設法人説明会　開催

決算法人説明会　開催

千葉県連賀詞交歓会に参加



 

 

   

令和６年度の税制改正により、令和６年分所得税について定額減税が実施されることとな

りました。 

定額減税の制度に関する情報については、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」

をご覧ください。 

 

令和６年分所得税の納税者である居住者を対象（注 :合計所得金額が

1,805万円以下の方のみ）として、次の①及び②の金額の合計額を、令和６

年分所得税額から控除 

① 所得者本人…３万円 

② 同一生計配偶者及び扶養親族（※）…１人につき３万円 
※ 所得者と生計を一にする配偶者及び親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者 

 

 

 

不動産所得・事業所得者等に対する実施 

・ 予定納税対象者については、予定納税額から減税 

・  確定申告書提出時の所得税額から減税 

 

給与所得者に対する実施 

・ 令和６年６月以降に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から

減税 

・ 年末調整で、給与・賞与における減税額を踏まえた精算 

公的年金受給者に対する実施 

・ 令和６年６月以降に支払う公的年金（老齢年金）に係る源泉徴

収税額から減税 

・ 必要に応じて、確定申告で６月以降の減税額を踏まえた精算 

制度の概要 

定額減税の実施方法 

「定額減税特設サイト」は、

こちらからアクセス 

令和６年分所得税 

公 益税 務 署 コ ー ナ ー
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給与を支払う事業者のみなさまへ 

 

令和６年６月１日現在、事業者のもとで勤務している方のうち、その事業者

に対して「扶養控除等申告書」を提出している（月々の給与の源泉徴収におい

て「源泉徴収税額表」の「甲欄」が適用される）居住者の方々については、月々

の給与に係る源泉徴収税額から定額減税額を控除することとされています。 

 
【例】次の世帯構成の場合 

区分 
判定等 所得者本人 配偶者 子供１ 子供２ 

同 一 生 計 ― ○ ○ ○ 

職 業 等 会社員 パート 大学生 
(アルバイト) 

中学生 

収 入 金 額 680万円 105万円 75万円 ０円 

合計所得金額 502万円 50万円 20万円 ０円 

定額減税の対象 ○ ×(※) ○ ○ 

定 額 減 税 額 ３万円 ０円 ３万円 ３万円 

※ 配偶者は、合計所得金額が48万円超のため、自身を所得者本人として定額減税を受ける。 

13,400円

６月給与 ６月賞与 ７月給与 ８月給与

控除前税額 14,400円 55,000円 34,000円 15,600円

定額減税額 14,400円 55,000円 20,600円 ０円

源泉徴収税額 0円 ０円 13,400円 15,600円

控除外額(次月繰越) 75,600円 20,600円 ０円 —　　

15,600円

55,000円

20,600円

20,600円

定
額
減
税
額

90,000円

14,400円

75,600円

 

 

 

定額減税は、令和６年６月１日以後に

支払う給与等から！ 

給与所得者の定額減税イメージ（例） 

定額減税に関する最新情報は、 

「定額減税特設サイト」で確認！！ 
特設サイトはこちらから 

税 務 署 コ ー ナ ー
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地方税ポータルシステム『ｅＬＴＡＸ』を利用すれば、法人県民税・事業税の地方税も、
インターネット経由で電子申告、電子申請・届出及び電子納税を行うことができます。
千葉県では、約８１％（令和５年３月末現在）の法人の皆さまに『ｅＬＴＡＸ』による電
子申告をご利用いただいております。

法人県民税・事業税の電子申告・納税は、

をぜひご利用ください。

申申告告・・届届出出・・納納税税
ははネネッットトがが便便利利

ｅＬＴＡＸイメージキャラクター
「エルレンジャー」

○ 自宅やオフィスなどから全国の地方公共団体へ一括で電子申告及び申請・届出ができます。
○ 地方税共通納税システムで電子納税ができます。

地方税共通納税システムにより、自宅やオフィスなどから全国の地方公共団体へ一括で納付を行う
ことができます。インターネットバンキング・ダイレクト納付（※）・ペイジー番号発行・クレジッ
トカード納付を利用して、金融機関等の窓口に出向くことなく、納税いただくことができます。
※ダイレクト納付とは、事前に登録した金融機関口座を指定して、直接税金を納付する方法です。

利用可能な手続き（法人県民税・事業税）

○ 令和２年４月１日以降に開始する事業年度から大法人（※）が提出する申告書は、ｅＬＴＡＸ
により提出しなければならないこととされました。

※大法人とは以下に該当する内国法人です。
・事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

詳しい情報は、ｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。

hhttttppss::////wwwwww..eellttaaxx..llttaa..ggoo..jjpp//
ご不明な点は、ｅＬＴＡＸホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。

hhttttppss::////eellttaaxx..ccuusstthheellpp..ccoomm//

【お問合せ先】千葉県木更津県税事務所 事業税間税課 ☎0438-25-1110

＊＊＊皆様のご理解とご協力をお願いします。＊＊＊

■大法人のeLTAXによる電子申告が義務化されました

共通納税電子申請・届出電子申告

・電子申告に係る納付
・見込納付及びみなし納付
・更正・決定に係る納付
・延滞金、加算金の納付

・法人設立・設置届
・異動届
・申告書の提出期限の延長の
届出・承認申請

・予定申告
・中間申告
・確定申告
・修正申告など

ｅＬＴＡＸの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細は、
地方税共同機構が運営するｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。

■eLTAXのメリット

千葉県
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　この連載では配偶者への税の優遇措置をご紹介することを目
的とし、1 回目は贈与税における配偶者への居住用不動産贈
与の特例について、２回目は相続税における配偶者の優遇措
置の一つである「配偶者の税額軽減」をお話し、続く３回目で
は配偶者の税額軽減が本当に有利になるか否かは試算が必要
なことをお話しました。
　今回は、引き続き相続税における配偶者の優遇措置と所得
税における配偶者の優遇措置をお話したいと思います。

【小規模宅地の特例】
　以前にも他の連載の中で述べたことがありますが、国税庁の
統計によりますと、相続財産に占める土地の割合は約 4 割となっ
ています。そのうち宅地が約７割を占めており、日本人の保有財
産における宅地のウェイトが高いことがうかがえます。
　お亡くなりになった方が住んでいた土地や事業をしていた土地
について、その全てに相続税が満額かかってしまうと、それを引
き継ぐ相続人が住む土地や事業をする土地を相続税納税のた
めに失ってしまうかもしれません。そこで最低限必要な面積部分
については大幅な評価減を適用し、その宅地に対する相続税
の税負担を軽減する仕組みが小規模宅地の特例です。

【小規模宅地の特例の３類型】
　小規模宅地の特例は、土地の利用状況によって、以下の３
つに分類されます。
①住んでいた土地：評価減額８０%
②事業をしていた土地：評価減額５０%
③貸していた土地：評価減額５０%

【小規模宅地の特例の適用要件】
　この特例は税の減額効果が大きいため、適用要件もかなり複
雑で厳格なものとなっています。
　また、３類型の中でもお亡くなりになった方が住んでいた土地
が特例適用対象の候補となることが多いため類型②③について
は説明を割愛させていただきます。

【住んでいた土地への特例適用】
　この場合、相続で取得する方が配偶者・同居親族・別居親
族であることが第一の要件となります。
　同居親族・別居親族ともに別途適用要件があるのですが、
配偶者に関しては「配偶者であること」だけが要件となっており、
仮に不仲で別居であったとしても配偶者については特例の適用
が認められます。
　更に言うと、配偶者の生活基盤の確保と言う点からするとどう
かと思うのですが、お亡くなりになった方の相続税申告期限を待
たずに、売却したとしても配偶者が相続で取得したのであれば、

やはり小規模宅地の特例は適用出来るのです。
　とにもかくにも、お亡くなりになった方が住んでいた宅地であれ
ば、配偶者が相続した場合には、330㎡までその土地の評価を
8 割引きできると言うことです。
　仮に相続税評価 1 千万円の自宅敷地であれば評価が 8
百万円下がります。相続税の税率が最低の 10% の方であれば
8 百万円×10％の 80 万円相続税が少なくなるのです。

【相続税申告が要件】
　以上お話した小規模宅地の特例は、第２回・３回でお話しし
た配偶者の税額軽減同様、申告書に特例の適用を受ける旨の
明細を添付して提出することが必要となりますので、くれぐれも申
告をお忘れなきようにご注意ください。

【所得税における配偶者の優遇】
　所得税における配偶者の税額軽減としては寡婦控除・ひとり
親控除があげられます。

【寡婦控除・ひとり親控除】
　寡婦控除とは、夫と離婚または死別した妻が、一定の要件
に該当した場合に受けられる所得控除です。これと対をなすも
のに寡夫控除と言う控除がありましたが、令和２年の廃止とともに

「ひとり親控除」が新設されました。
　ひとり親控除とは、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、一定
の収入以下の子を養っている方が受けられる所得控除です。た
だし、法律上の婚姻をしていなくても、事実婚（内縁関係）など、
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいる場
合は対象外となります。

【所得制限と控除額】
　どちらの控除も所得金額が５００万円以下であると言う所得制
限が課されています。給与収入で言えば、額面年収６７８万円
となります。
　控除額は寡婦控除であれば２７万円、ひとり親控除であれば
３５万円となります。
　かつては婚姻歴や性別によって寡婦控除・寡夫控除と分か
れていたものが、昨今の情勢で改正されたものですが、まだま
だ議論の余地はあると思われる制度です。

【配偶者控除・及び配偶者特別控除】
　所得税には配偶者控除・及び配偶者特別控除と言う軽減措
置がありますが、これは配偶者本人ではなく配偶者を有する方
に対する軽減措置ですので、今回はお話の対象外とさせていた
だきます。
　こちらは平成３０年に大きな改正がありましたので、どこかで機
会をいただければお話をさせて頂きたいと思います。

知っておきたい相続の基礎

配偶者への優遇措置（その４）
税理士法人吉田会計
木更津相続サポートセンター
税理士・行政書士 吉 田 和 義
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実 施 日：令和 6 年 1 月19日 ㈮ 15：00 ～ 17：00
会　　場：東京ベイプラザホテル　　出席者数：35 名

　第 5 回理事会と令和 6 年賀詞交歓会を東京ベイプラザホテ
ルにて開催致しました。理事会に先立って加藤会長より新年の
ご挨拶、林税務署長より税の啓蒙活動等への感謝のご挨拶を
頂きました。理事
会の審議事項と
して研修委員会
による公開講座、
税制委員会の税
制セミナー、組
織委員会の会員
親睦研修旅行、
青年部会の税金
クイズと租税教室、地区の事業決算報告、など 8 項が可決承
認されました。協議事項では、令和 6 年度事業計画予算案の
提案。報告事項では各委員会、部会から事業の報告がされま
した。理事会終了後、木更津税務署、千葉県木更津県税事
務所長、木更津市長、富津市長、袖ケ浦市長、木更津商工
会議所副会頭、君津商工会議所副会頭など多くのご来賓に出
席を頂き、盛大に賀詞交歓会を開催する事が出来ました。　
　　　　　　　　　　　　　　（総務委員長　茂田　秀和）

実施日：令和 6 年 2 月20日 ㈫ 18：30 ～
会　場：ホテル銀河　　出席者数：18 名
　ホテル銀河にて常任理事会を開催致しました。加藤会長挨
拶の後、森山総務副委員長より仕入税額控除対応のための立
替金精算書についての説明がありました。その後令和 6 年度の

事業計画・予算案につい
ての意見や要望などの協
議を行いました。最後に武
田監事からもっと積極的に
予算について議論して頂き
たいと監事講評がありまし
た。　　          　　　　   　　（総務委員長　茂田　秀和）

実施日：令和 6 年 3 月22日 ㈮ 15：00 ～ 17：00
会　場：木更津商工会館　　出席者数：36 名

　今年度の第 6 回理事会を木更津商工会館にて開催致しまし
た。理事会に先立って加藤会長より、法人会会員への労いと
感謝の挨拶がありました。林税務署長からもご挨拶を頂きました。
　審議事項として令和 6 年度の事業計画、予算案が可決承
認。各委員会、各地区の事業報告決算が可決承認されました。
令和 6 年度の事業計画として青年部会による租税教室、女性
部会による小学校高学年向け租税教室・税に関する絵はがきコ
ンクールが可決。会員親睦チャリティーゴルフ大会の日程と会場
が 6 月11日㈫に上総富士ゴルフクラブで承認されました。

　（総務委員長　茂田　秀和）

実施日：令和 6 年 4 月12日 ㈮　　参加人数：7 名
会　場：木更津商工会館
　令和 5 年度の事業報告と決算に係る監査会を木更津商工会
館にて実施しました。特に問題点などなく無事終了致しましたが、
細かな点でいくつかアドバイスを頂きましたので、今後改善を図っ
ていきたいと思います。尚、監査結果については 5 月24日に開
催される定時総会にてご報告頂く事になっております。
　　　　　　 　　　　  　　　（総務委員長　茂田　秀和）

納税功労者表彰を受章された皆さん

第５回理事会　賀詞交歓会

常任理事会を開催

第６回理事会（予算理事会）

監査会を実施

令和 5 年度

令和 5 年度

令和 5 年度
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実 施 日：令和 6 年 2 月18日 ㈰～ 19日 ㈪
場　　所：キリンディスティラリー蒸留所、箱根関所跡他
参加人数：19 名
　キリンディスティラリ－蒸留所
の広大な工場を見学、その
後いちご狩りをし、初日は少々
雨が降っておりましたが、予
定通り工程を進めることが出
来ました。2日目は朝から本降
りの雨でした。三島スカイウォーク・箱根関所などを見学しました
が、天気が良ければ富士山も見られたのに、雨がとても残念で
した。今回の研修旅行はコロナにより4 年ぶりの開催となりまし

たが、初めて参加される方も多数おり、親睦を深められた良い
研修旅行になりました。また来年度も開催し多くの会員と親睦を
図っていきたいと思っております。　（昭和支部長　桜田　真紀）

実 施日：令和6年1月30日 ㈫
場　所： 西新井大師、池袋

防災体験館他
参加人数：11 名
　関東三大厄除け大師の西
新井大師をお参りし、その後
池袋防災体験館を見学しまし
た。最後に上野で懇親会を行い、参加された支部会員の皆様
と交流、親睦を深める事が出来ました。

（君津第 2 支部長　中野　賢二）

社会保険労務士事務所

株式会社 EI コンサルティング
井上法務事務所

弊社は助成金の申請と障害年金の
申請を得意とする社会保険労務士
事務所です。
助成金の申請は、年間１億円を超える助成金の支給実
績を誇る弊社にお任せください︕

助成金無料相談
まずはご連絡下さい。

住所　木更津市東太田 3-5-37
電話　080-7278-5751 （代表直通）　
　　　044-571-4300 （本社）　FAX 050-3153-0124
営業時間　9:00~18:00　定休日　土曜・日曜・祝日
URL　http://www.inouehoumu.jp/　E-mail　 daihyou@ei-inouehoumu.com

代表社会保険労務士　井上　英一

ククロローーババーー建建築築株株式式会会社社
千葉県木更津市真里谷

＆

〒

エエアアココンンののなないい快快適適なな暮暮ららしし

袖ケ浦地区研修旅行袖ケ浦地区研修旅行
君津第２支部  親睦研修旅行君津第２支部  親睦研修旅行

●報告●
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実施日：令和 6 年 2 月1日 ㈭ 16：30 ～
会　場：木更津商工会館　参加人数：29 名
テーマ：「SDGｓ入門・概要と実践」
講　師：ひらおかテラス代表　長嶌美紀氏

　専門的な知識を用いた解説や、印象に残りやすい動画やイラ
ストを織り交ぜた講話を聴きながらも、自分たちの意見等が出し
やすいよう討議式を採用して頂いた事で、今やるべき事や継続
していく大切さを学べたことは、私たち青年部会員にとって非常
に有意義な時間になったと思います。反省点として、参加者全
員での写真撮影の時間を設けてなかった事で会場のセッティン
グをスムーズに行えず、講師の退場に時間を要してしまったこと。
それに伴い時間が押し、アンケートに十分な時間が取れません
でした。次年度以降の課題として活動して行きたいと思います。
参加頂いた部会員、オブザーバーに感謝して、報告とさせて頂
きます。　　　　　　　　（青年部会君津支部長　小幡　仁）

開催日：令和 6 年 1 月26日 ㈮～ 27日 ㈯
場　所：福岡県福岡市・糸島市　参加人数：22 名

　参加募集の結果 24 名の申込みがあり、直前でキャンセルが
あったため、22 名参加での研修旅行となりました。週末のお忙
しい中ご参加いただいた皆さまへ感謝申し上げます。  
  （青年部会富津支部長　菊池　健一郎）

研 修 会 開 催 報 告研 修 会 開 催 報 告 令和６年 新年賀詞交歓会令和６年 新年賀詞交歓会

研  修  旅  行研  修  旅  行

実施日：令和 6 年 1 月24日 ㈬ 12：00 ～
会　場：エルシオン木更津　参加人数：36 名

　女性部会新年賀詞交歓会を本年は、富津支部担当でエル
シオン木更津に於いて開催致しました。加藤会長、佐生女性
部会長にご挨拶を頂き、隈元副会長の乾杯のご発声で祝宴に
入りました。久しぶりにアクリル板なしの宴で美味しい食事を堪能
し、抽選会も大変盛り上がりました。

（女性部会富津支部長　髙梨　三千代）

実 施 日：令和 6 年 2 月16日 ㈮・17日 ㈯
会　　場：木更津商工会館
参加人数： 16日71 名・17日54 名　計 125 名 
　2日間で合計 125
名の方が受診しま
した。令和 6 年度
についても引き続き
年 2 回 9 月と2 月に
実施する予定です。

（厚生委員長
四宮　安彦）

青 年 部 会・ 女 性 部 会・ 他
●青年部会●

●その他●

生活習慣病健診を実施

●女性部会●

女性部会 第４７回通常総会のご案内女性部会 第４７回通常総会のご案内
部会員の皆様にご出席頂きたくご案内申し上げます。

期　日：令和 6 年 5 月17日 ㈮ 受付 10：30 ～ 開会 11：00 ～
会　場：木更津市「東京ベイプラザホテル」
会　費：4,000 円
※ 部会員の皆様には、既に議案書をお送りしております。
　 ご欠席される方は、書面にて表決するか、委任状のい

ずれかにご記入頂き、法人会事務局まで FAX にてご
回答下さいますようお願い申し上げます。
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》 お 知 ら せ《

	

　緑深い青葉の頃になりました。新年度が始まり、法人会もいろ
いろな事業が開始されております。5 月24日定時総会には会員
皆様のご協力を宜しくお願い致します。租税教室や地域社会貢
献事業など、多種多様な法人会活動での皆様の活躍を、本広
報誌にて出来るだけご紹介してまいりますのでご期待頂ければ
幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈Ｍ２〉

５月15日　決算法人説明会 （木更津商工会館）
５月17日　女性部会第 47 回通常総会
 （東京ベイプラザホテル）
５月24日　第 50 回定時総会（オークラアカデミアパークホテル）
６月11日　会員親睦チャリティゴルフ大会
 （上総富士ゴルフクラブ）
６月13日　新設法人説明会 （木更津商工会館）
６月 9 日　脳ドック検診 （木更津東邦病院）
６月23日　　　〃　 （木更津東邦病院）

７月24日　決算法人説明会 （木更津商工会館）
７月26日　第 2 回理事会 （木更津商工会館）

開 催 日：令和 6 年 6 月 11 日（火）
開催場所：上総富士ゴルフクラブ
　　　　　君津市大坂富士山 1639　℡ 0439-29-2713

参 加 費：4,000 円（参加賞・パーティ代込）
　　　　　（内 500 円は日本赤十字社へチャリティします。）
　　　　　別途プレイ代（昼食付・税込）
　　　　　●ビジター  ８，３００円
　　　　　●メンバー  ７，５００円
　　　　　※セルフプレーのみに
                   なります。

募　　集：３０組１２０名
※詳細は同封のチラシを
　ご確認下さい。

実 施 日：令和 6 年 6 月 9 日（日）
　　　   令和 6 年 6 月23日（日）

実施場所：木更津東邦病院
検査内容：頭部ＭＲＩ検査・頭部ＭＲＡ
　　　   頸部ＭＲＡ検査・身体測定
　　　   血液検査・尿検査
　　　   ＣＴスキャンによる胸部検診をオプション
　　　   で実施します。（平日も受付しています）
　　　   ※詳細は同封のチラシをご確認下さい。

お問合せ先 法人会事務局  ☎０４３８－３７－７７２０

各支部より参加お待ちしております！！

インターネットでセミナー受講　セミナーオンデマンドサービスのご案内

http://www.kisarazu-houjinkai.or.jp
木更津法人会のホームページから無料でセミナーがご覧頂けます。

会員の方は200タイトル以上のセミナーが無料で受講できます

ID・パスワードは 会員ID　ｈｊ0325 パスワード　7720

★インターネットセミナーだから何時でも・何処でも・好きなだけご利用頂けます。
★映像と音声による本格的セミナーが受講出来ます。★忙しくてセミナーや研修会に参加できない方など最適。
★勉強会（社内研修）や経営者の自己研鑽などにご活用下さい。★会員登録するとより多くのコンテンツが視聴できます。
　　　　専用 IDとパスワードを入れてログインする事でより多くのコンテンツが視聴可能となります。

日曜に受診できる
法人会 脳ドック検診のご案内

≪お問合せ先　木更津東邦病院≫

☎０４３８－９８－８１１１
〒292-0036   木更津市菅生 725-1

会員親睦チャリティゴルフ大会の会員親睦チャリティゴルフ大会の
お知らせお知らせ

行事予定表

編 集 後 記




